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浜
松
市
の
浜
名
湖
で
二
〇

一
〇
年
に
起
き
た
ボ
ー
ト
転
覆
事
故
で
、
研
修
施
設
の
元
所
長
雀
じ
が
業
務

上
過
失
致
死
罪
で
二
十
八
日
起
訴
さ
れ
た
。　
一
方
で
、
訓
練
の
実
施
を
判
断
す
る
立
場
だ

っ
た
豊
橋
市
章

南
中
の
元
校
長
ら
は
不
起
訴

（嫌
疑
不
十
分
）
と
な

っ
た
。

「裁
判
で
学
校
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
て
ほ

し
か
っ
た
」
。
事
故
の
再
発
防
止
を
誰
よ
り
も
願
う
遺
族
や
同
級
生
ら
は
、
無
念
さ
を
か
み
し
め
た
。

（小
椋
由
紀
子
、
西
田
直
晃
、
小
原
健
太
）

「
花
菜
に
報
告
の
し
よ

，

う
が
な
い
。
こ
れ
だ
け
待

っ
て
起
訴
が

一
人
と
は
」
。

思

　

犠
牲
に
な

っ
た
章
南
申

一

け蒙け̈
鋼峨姉鰈ヽ
九剌議

麹
前

ん
曾
じ
＝
豊
橋
一坤
杉
山
町
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↑猜ａ漱曇がい悩な機に疑

亡
い

が
ヽ
死
亡
な
ん
で
す
」

行
事
の
中
止
は
難
し
い

判
断
で
は
な
く
、
娘
を
救

．え
る
場
面
は
何
度
も
あ

っ

た
は
ず
だ
と
思
う
。

「
な

ぜ

花

菜

が

死

な

な

け

れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。

事
実
や
原
因
、
学
校
の
責

任
を
裁
判
で
明
ら
か
に
し

て

ほ

し

か

っ
た
」

と

話

す
。
　

　

　

　

　

　

・

事
故
の
真
相
究
明
を
求

め
、
議
会

へ
の
請
願
や
署

名
活
動
、
訴
訟
に
踏
み
切

っ
た
。

「
学
校
の
責
任
を

あ
い
ま
い
に
し
て
は
、
娘

の
死
が
無
駄
に
な
る
」
と

の
考
え
か
ら
だ
。

・　
弔
問
や
追
悼
行
事
に
も

来
な
い
教
諭
た
ち
。
民
事

訴
訟
で
、
豊
橋
市
が
誓

っ

た
は
ず
の

「
再
発
防
止
の

不
断
の
努
力
」
に
も
疑
問

を
感
じ
て
い
る
。

「
罪
に

問
わ
れ
な
い
と
な
れ
ば
、

反
省
が
薄
ま
り
、
再
発
防

止
も
遠
く
な
る
の
で
は
」

と
懸
念
し
て
い
る
。

今
後
は
、
不
起
訴
が
不

豊
橋
市
の
加
藤
正
俊
教

育
長
は
、
本
紙
の
取
材
に

「
司
法
の
判
断
に

コ
メ
ン

ト
す
る
立
場
に
な
い
」
と

述
べ
た
。

市
は
事
故
後
の
二
〇

一

一
年

四
月
、
初
め
て

「校

外

学

習

安

全

マ

ニ

ュ
ア

ル
」
を
策
定
。
悪
天
候
時

の
実
施
の
判
断
ハ
児
童
生

徒
の
名
簿
作
成
、
事
前
視

察

の
手

順

な

ど

を

示

し

た
。毎

年
改
訂
し
、　
〓

一年

十

月

の
和

解

成

立

後

は

「事
故
を
風
化
さ
せ
な
い

た
め
」

（
宮
崎
正
道
学
校

教
育
課
長
）
、
和
解
文
を

添
付
し
た
。
全
教
員
に
配

布
し
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

服
だ
と
し
て
検
察
審
査
会

へ
の
審
査
申
し
立
て
を
検

討
す
る
。

「
学
校
の
法
的

責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
全
国
で
起

き
て
い
る
事
故
の
歯
止
め

に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

ジ
で
公
開
し
て
い
る
。

一
三
年
か
ら
、
和
解
の

条

件

に

含

ま

れ

て

い
た

「
教
員
研
修
」
を
開
始
¨

翌
年
度
に
野
外
実
習
を
指

導
す
る
教
諭
を
集
め
、
専

門
職
員
の
講
演
や
危
険
箇

所
、
避
難
経
路
の
確
認
方

法
を
指
導
し
て
い
る
。

加
藤
教
育
長
は

「
遺
族

も
ず

っ
と
注
目
し
て
く
れ

て
い
る
。
三
度
と
同
種
の

事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う

現
場
と
危
機
意
識
を
共
有

し
て
い
く
」
と
話
し
た
。

「先
生
ら
逃
げ
た
」

「心
の
ケ
ア
な
し
」

同
級
生
ら
憤
リ

花
菜
さ
ん
と
同
じ
ボ
ー

ト
に
乗

つ
て
い
た
女
子
生

徒

は
、

事

故

か

ら

四
年

間
、
三
百
回
以
上
精
神
科

に
通
い
続
け
た
と
い
う
。

母
親
は

「
当
初
は
お
風
呂

に
つ
か
る
こ
と
も
、
浴
室

の
扉
を
開
め
る
こ
と
も
で

き
な
い
ほ
ど
、
水
と
閉
所

を
怖
が

っ
て
い
キ

る
。
元
校
長
ら
∩

に

「
元
校
長
や
鋼

ぐ
、
別
の
学
校
Ｆ

し
ま

つ
た
。
責
任

な
い
大
人
に
い
卒

ち
は
不
信
感
を
誉

る
」
と
憤

っ
た
。

別
の
女
子
生
往

じ
込
め
ら
れ
た
）

今
で
も
水
が
怖
い

な
責
任
の
取
リ
ナ

わ
し
い
か
は
分
ヘ

け
れ
ど
、
謝
罪
ム

げ
て
そ
の
ま
ま
介

さ
れ
る
は
ず
が
カ

語

っ
た
。

小
学
校
か
ら
方

と
幼
な
じ
み
だ

「

二
年
、

平

松

明

全
し
は
岸
か
ら
童

て
い
た
。

「
『
歌

卜

を

出

す

の

に

た
』
と
う
そ
を

う

も

い

て

―、

怒

り

た
。
元
校
長
や
鮨

私
た
ち
の
心
の
片

ず
、
反
省
し
て
い

分
か
ら
な
い
ま
幸

を
去

っ
て
い

っ
シ

信
感
を
あ
ら
わ
‐ｒ

コ
メ
ン
ト
立
場
に
な
い

司
法
判
断
に
豊
橋
市
教
育
長

浜名湖ボー ト転覆事故の経過

2010年 6月 18日 事故発生、西野花菜さん (12)が揚死

H月 花菜さんの両親が事故原因の究明を求める請願

書と 1万6000人余の署名を豊橋市議会に提出

12月 市議会が「趣旨採択」

11年 4月 i豊橋市が小中学校の「校外学習安全マニユア

ル」を策定

6月 18日 豊橋市が、花菜さんの命日を「学校いのち

の日」と定め、市内の全小中学校で事故の再発

防止を誓う

12年 1月 運輸安全委員会が「悪天候時の訓練中止基準の

不整備」「ボートが傾いた状態での曳航 (えい

こう)」 などが事故原因とする調査報告書を公表

両親が市に謝罪を求める

両親が損害賠償を求めて豊橋市などを提訴

豊橋市が事故責任を認め、両親に謝罪すること

で和解が成立。静岡県や運営者とも賠償金の支

払いで合意    ‐‐   ‐
静岡県警が業務上過失致死容疑で、章南中の元

校長や施設の元所長ら6人を書類送検

花菜さんの同級生が中学卒業

静岡地検が元所長を在宅起訴、元校長ら5人を

嫌疑不十分で不起訴

月

月

月

３

５

１０

13年 2月

3月
15年 1月



浜
名
湖
転
覆
で
元
所
長
起
訴

浜
名
湖
で
中
学
生
一
人
が
死

亡
し
た
ボ
ー
ト
転
覆
事
故
は
、

発
生
か
ら
四
年
半
に
し
て
三
ケ

日
青
年
の
家
の
元
所
長
の
在
宅

起
訴
と
い
う
節
目
を
迎
え
た
。

静
岡
地
検
は
元
所
長
の
過
失
を

問
う
一
方
、
元
校
長
ら
五
人
に

つ
い
て
は
、
事
故
発
生
を
予
測

で
き
た
と
す
る

「予
見
可
能

性
」
と
、
安
全
対
策
を
怠
っ
た

「結
果
回
避
義
務
違
反
」
の
立

証
が
困
難
と
判
断
し
た
。
＝
関

連
０
面

予
見
可
能
性
で
は

「五
人
は

抽
象
的
に
危
険
を
予
想
で
き
た

と
し
て
も
、
え
い
航
時
の
元
所

長
の
過
失
に
よ
る
転
覆
ま
で
は

見
通
せ
な
い
」
と
判
断
。
荒
天

で
の
訓
練
と
西
野
さ
ん
の
死
に

直
接
の
因
果
関
係
は
な
く
、
あ

浜名
ミしrr、 |

く
ま
で
元
所
長
の
注
意
義
務
連

一
の
よ
う
な
事
故
を
想
定
し
た
え

反
が
原
因
と
認
定
し
た
。　
　
　
一
い
航

の

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す

た た

喬
継
元
校
長
ら
５
人
不
起
訴

浜
松
市
北
区
の
浜
名
湖
で
二

〇
一
〇
年
に
野
外
活
動
中
の
ボ

ー
ト
が
転
覆
し
、
愛
知
県
豊
橋

市
章
南
中

一
年
西
野
花
菜
さ
ん

＝
当
時
全
し
＝
が
死
亡
し
た
事

故
で
、
静
岡
地
検
は
二
十
八

日
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
宿

泊
研
修
施
設

「静
岡
県
立
三
ケ

日
青
年
の
家
」
の
檀
野
清
司
元

所
長
雀
じ
＝
東
京
都
杉
並
区
＝

を
在
宅
起
訴
し
た
。
同
容
疑
で

と
も
に
書
類
送
検
さ
れ
た
章
南

中
元
校
長
ら
五
人
は
嫌
疑
不
十

分
で
不
起
訴
と
し
た
。
＝
関
連

０
０
面
　
　
　
　
・

起
訴
状
な
ど
に
よ
る
と
、　
一

〇
年
六
月
十
八
日
、
施
設
の
指

定
管
理
者

「小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」

（東
京
都
）

の
社
員
だ
っ
た
檀
野
元
所
長

は
、
天
候
不
良
で
航
行
困
難
に

な
っ
た
ボ
ー
ト
を
救
助
艇
で
え

い
航
す
る
際
、
ボ
ー
ト
に
た
ま

る
湖
水
の
増
加
状
況
を
教
員
に

報
告
さ
せ
る
な
ど
の
指
導
を
怠

っ
て
え
い
航
を
続
け
た
た
め
、

ボ
ー
ト
が
傾
い
て
転
覆
。
西
野

さ
ん
を
溺
死
さ
せ
た
と
さ
れ

る
。不

起
訴
の
五
人
は
元
校
長
と

施
設
指
導
員
、
当
時
の
静
岡
県

教
委
社
会
教
育
課
長
、
同
課
主

査
、
同
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
職

員
。
県
警
は
一
三
年
二
月
、
訓

練
実
施
の
是
非
を
判
断
す
る
注

意
義
務
や
え
い
航
時
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
作
成
を
怠
っ
た
と
し
て
書

類
送
検
し
た
が
、
地
検
は

「え

い
航
時
に
ボ
ー
ト
が
転
覆
す
る

と
ま
で
は
予
見
で
き
な
か
っ

一
年
の
家
の
訓
練
実
施
基
準
を
重

一
視
。

「開
始
と
中
止
の
判
断
は

一
元
所
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
」

．
と
判
断
し
た
。

一　
え
い
航
時
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

一
不
備
な
ど
を
理
由
に
書
類
送
検

一
さ
れ
た
社
〈ム教
育
課
長
ら
一二
人

一
に
つ
い
て
も
、
地
検
は

「今
回

と
し
て
立
件
を
見
送
っ

事
故
は
生
徒
ら
が
分
乗
し
た

手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
四
隻
の
う
ち
、

生
徒
十
八
人
と
教
員
二
人
が
乗

っ
た
一
隻
が
荒
天
で
動
け
な
く

な
り
、
え
い
航
中
に
転
覆
。
西

野
さ
ん
が
ボ
ー
ト
内
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
。

西

野

さ

ん

の

父

友

章

さ

ん

雀
じ

＝
豊
橋
市
杉
山
町

＝
は
地

検
の
処
分
を
受
け

「
な
ぜ
娘
が

死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
。
事
実
や
原
因
、
学
校
の

責
任
を
裁
判
で
明
ら
か
に
し
て

ほ
し
か

っ
た
」
と
話
し
た
。



川
浜
名
湖
・ボ
ー
ト
転
覆
事
故

〓
朝　
元
中
学
校
長
を
不
起
訴

浜
松
市
北
区
の
浜
名
湖
で
二

〇

一
〇
年
に
野
外
活
動
中
の
ボ

ー
ト
が
転
覆
し
、
愛
知
県
豊
橋

市
章
南
中

一
年
西
野
花
菜
さ
ん

＝
当
時
全
こ
＝
が
死
亡
し
た
事

故

で
、
静
岡
地
検

は

二
十

八

日
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
宿

泊
研
修
施
設

「
静
岡
県
立
三
ケ

日
青
年
の
家
」
の
檀
野
清
司
元

所
長
金
じ
＝
東
京
都
杉
並
区
＝

を
在
宅
起
訴
し
た
。
同
容
疑
で

と
も
に
書
類
送
検
さ
れ
た
章
南

中
元
校
長
ら
五
人
は
嫌
疑
不
十

分
で
不
起
訴
と
し
た
。

起
訴
状
な
ど
に
よ
る
と
、　
一

〇
年
六
月
十
八
日
、
施
設
の
指

定
管
理
者

「
小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
」
傘
昼
示
都
）
の

社
員
だ

っ
た
檀
野
元
所
長
は
、

天
候
不
良
で
航
行
困
難
に
な

っ

た
ボ
ー
ト
を
救
助
艇
で
え
い
航

す
る
際
、
ボ
ー
ト
に
た
ま
る
湖

水
の
増
加
状
況
を
教
員
に
報
告

さ
せ
る
な
ど
の
指
導
を
怠

っ
て

え
い
航
を
続
け
た
た
め
、
ボ
ー

ト
が
傾
い
て
転
覆
。
西
野
さ
ん

を
溺
死
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。

不
起
訴
の
五
人
は
元
校
長
と

施
設
指
導
員
、
当
時
の
静
岡
県

教
委
社
会
教
育
課
長
、
同
課
主

査
、
同
プ

ロ
ダ
ク
シ

ヨ
ン
職

員
。
県
警
は

一
三
年
二
月
、
訓

練
実
施
の
是
非
を
判
断
す
る
注

意
義
務
や
え
い
航
時
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
作
成
を
怠

っ
た
と
し
て
書

類
送
検
し
た
が
、
地
検
は

「
え

い
航
時
に
ボ
ー
ト
が
転
覆
す
る

と
ま

で
は
予
見

で
き
な
か

っ

と
し
て
立
件
を
見
送
っ

事
故
は
生
徒
ら
が
分
乗
し
た

手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
四
隻
の
う
ち
、

た た

生
徒
十
八
人
と
教
員
二
人
が
乗

っ
た

一
隻
が
荒
天
で
動
け
な
く

な
り
、
え
い
航
中
に
転
覆
。
西

野
さ
ん
が
ボ
ー
ト
内
に
開
じ
込

め
ら
れ
た
。

西
野
さ
ん

の
父
友
章
さ
ん

雀
じ
＝
豊
橋
市
杉
山
町
＝
は
地

検
の
処
分
を
受
け

「
な
ぜ
娘
が

死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
。
事
実
や
原
因
、
学
校
の

責
任
を
裁
判
で
明
ら
か
に
し
て

ほ
し
か

っ
た
」
と
話
し
た
。

浜
松
市
北
区
の
浜
名
湖
で
二

〇
一
〇
年
六
月
、
校
外
活
動
中

一蜘
臓
］
艶
翻
耐
劃
卦
い
峰
切
れ

西
野
花
菜
さ
ん
＝
当
時
全
３
＝

一が
死
亡
し
た
事
故
で
、
静
岡
地
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静岡地検

卜
を
転
覆
さ
せ
た
過
失

と
判
断
し
た
と
み
ら
れ

校
長
も
訓
練
実
施
の
早

断
す
る
注
意
義
務
に
反

し
て
書
類
送
検
さ
れ
た

い
航
時
に
舟
が
転
覆
す

で
は
予
見
で
き
な
か
っ

し
て
立
件
を
見
送
る
方

他
に
不
起
訴
に
な
る

れ
る
の
は
、
当
時
の
静

委
社
会
教
育
課
長
や
同

ク
シ
ョ
ン
職
員
ら
四
人

の
実
施
判
断
基
準
や
緊

対
応
要
領
な
ど
の
マ
ニ

作
成
を
怠
っ
た
と
し
て

長
ら
と
と
も
に
一
三
年

県
警
が
書
類
送
検
し
て

事
故
は

一
〇
年
六
［

日
、
校
外
学
習
に
来
た
・

一
年
生
十
八
人
と
教
員

乗
っ
た
カ
ッ
タ
ー
ボ
ー
ヽ

天
で
動
け
な
く
な
り
、
一

が
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
で
）

中
に
転
覆
。
全
員
が
投
一

れ
、
ボ
ー
ト
内
側
に
閉
¨

ら
れ
た
西
野
さ
ん
が
↓

た
。

元
校
長
ら
５
人
不
起
訴
方
針

検
は
、
業
務
上
過
失
致
死
容
疑

で
書
類
送
検
さ
れ
た
宿
泊
研
修

施
設

「静
岡
県
立
三
ケ
日
青
年

の
家
」
の
元
所
長
Ｔ
し
＝
東
京

都
杉
並
区
＝
を
起
訴
す
る
方
針

を
固
め
た
。
同
容
疑
で
と
も
に

書
類
送
検
さ
れ
た
章
南
中
の
六

十
代
の
元
校
長
＝
豊
橋
市
＝
ら

五
人
は
不
起
訴
に
す
る
方
向
で

最
終
調
整
し
て
い
る
。
捜
査
関

係
者
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

捜
査
関
係
者
に
よ
る
と
、
施

設

の
指
定
管
理
者

「
小
学
館
集

英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
」

（
東

京
）
の
社
員
だ

っ
た
元
所
長
は

事
故
当
日
、
天
候
悪
化
が
予
想

さ
れ
た
の
に
漫
然
と
訓
練
を
さ

せ
、
不
用
意
な
え
い
航
で
ボ
ー



ボー ト事故

「一
一

浜
松
市
の
浜
名
湖
で
二

〇

一
〇
年
六
月
、
ポ
ー
ト

が
転
覆
し
愛
知
県
豊
橋
市

立
章
南
中

一
年
西
野
花
菜

さ
ん
＝
当
時
全
↓
＝
が
死

亡
し
た
事
故
で
、
県
教
委

の
当
時
の
担
当
課
長
や
職

員
が
不
起
訴
に
な

っ
た
こ

と
を
受
け
、
安
倍
徹
教
育

長
は

「
西
野
さ
ん
の
ご
冥

福
を
お
祈
り
す
る
。
事
故

を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
二

度
と
事
故
を
起
こ
さ
な
い

よ
う
安
全

へ
の
努
力
を
続

け
る
」
と
の

コ
メ
ン
ト
を

発
表
し
た
。

県
教
委
は
三
〇

一
〇
年

度
と
起
こ

九
月
に
事
故
調
査
報
告
書

を
ま
と
め
、
水
上
で
の
研

修
活
動
の
安
全
基
準
や
職

員
の
救
助
訓
練
の
徹
底
な

ど
を
盛
り
込
ん
だ
海
洋
活

さ
な
い
れユ

は

現

在

も

中

止

し

て

い

る
。北

川
清
美
社
会
教
育
課

長
は

「
将
来
的
に
は
ボ
ー

ト
で
の
訓
練
を
再
開
す
る

可
能
性
も
あ
る
が
、
方
針

は
決
ま

っ
て
い
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
安
心
し
て
利

用

で
き

る

施

設

を

目
指

元
課
長
ら
不
起
訴
で
県
教
育
長

動
安
全
対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル

を

一
三
年
に
策
定
し
た
。

三
ケ
日
青
年
の
家
の
指
定

管
理
者
は

一
四
年
度
か
ら

地

元

企

業

に

変

わ

っ
た

浜名湖 ボー ト転 覆事故 の経過

¨
6月 18日  事故発生、西野花菜さん (12)

が溺死

1月 運輸安全委員会が「悪天候時
の訓練中止基準の不整備」
「ボートが傾いた状態での曳
航」などが事故原因とする調
査報告書を公表

5月 両親が損害賠償を求めて豊橋
市などを提訴

10月 豊橋市が事故責任を認め、両
親に謝罪することで和解が成
立。静岡県や運営者とも賠償
金の支払いで合意

2月 県警が業務上過失致死容疑
で、章南中の元校長や施設の
元所長ら6人を書類送検

3月 花菜さんの同級生が中学卒業

1月  静岡地検が元所長を在宅起
訴、元校長ら5人を嫌疑不十
分で不起訴

ユ̀ |十 11

た
。
し
か
し
、
湖
面
か
ら
手
こ

ぎ
ボ
ー
ト
に
水
が
流
れ
込
ん
で

転
覆
の
恐
れ
が
あ

っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
排
水
を
指
示
す
る

な
ど
の
注
意
を
怠

っ
た
ま
ま
引

き
続
け
て
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
を
転

覆
さ
せ
、
西
野
さ
ん
を
死
亡
さ

せ
た
と
さ
れ
る
。

檀
野
元
所
長
は
当
時
、
青
年

の
家

の
指
定
管
理
者
だ

っ
た

「小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
」
の
社
員
。　
一
方
、
地
検

は
、
業
務
上
過
失
致
死
容
疑
で

書
類
送
検
さ
れ
た
当
時
の
章
南

中
学
校
長
や
静
岡
県
教
委
の
担

当
課
長
ら
の
計
５
人
に
つ
い
て

は
嫌
疑
不
十
分
で
不
起
訴
処
分

と
し
た
。

元
校
長
ら
不
起
訴

生
徒
遺
族
「残
念
」

「元
所
長
の
起
訴
は
当
然
だ

が
、

（学
校
関
係
者
が
起
訴
さ

れ
な
い
の
は
）
残
念
で
す
」
。
西

野
さ
ん
の
父
親

、
友
章

さ
ん

（
５５
）
は
２８
日
、
静
岡
地
検
の
判

断
に
、
無
念
さ
を
に
じ
ま
せ
た
。

こ
の
日
の
朝
、
地
検
か
ら
電

話
が
あ
り
、
１
人
だ
け
在
宅
起

訴
す
る
方
針
を
告
げ
ら
れ
た
。

「元
所
長
の
過
失
が
突
出
し
て

い
る
」

「過
去
の
事
例
か
ら
み

て
も
学
校
関
係
者
の
起
訴
は
難

し
い
」
。
こ
れ
ま
で
も
そ
う
轟

明
を
受
け
て
き
た
と
い
う
。

「再
発
防
止
の
た
め
、
何
ベ

あ

っ
た
の
か
、
何
が
い
け
な
ヘ

っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
膊

し
い
」
。
娘
の
死
を
無
駄
に
Ｌ

た
く
な
い
と
、
常
に
訴
え
て
ま

た
。
法
廷
で
事
実
関
係
を
明
こ

か
に
し
、
学
校
の
責
任
を
皆
辣

考
え
る
こ
と
が
反
省
を
生
み
、

再
発
防
止
に
つ
な
が
る
。
そ
ス

信
じ
て
い
る
。

「
（学
校
関
係
者
は
）

『
性

局
、
罪
に
問
わ
れ
な
か

っ
た
』

と
思
う
こ
と
で
反
省
が
浅
く
一

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

有
罪
、
無
罪
は
別
に
し
て
、
一

ず
裁
判

に
な

っ
て
ほ
し
か

（

浜
松
市
の
浜
名
糊

かで

び２
０
１

０
年
、
静
岡
県
立
三
ケ
日
青
年

の
家
主
催
の
体
験
訓
練
中
に
手

こ
ぎ
ボ
ー
ト
が
転
覆
し
、
愛
知

県
豊
橋
市
立
章
南
中
学
校
１
年

の
西
野
花
菜
さ
ん

（当
時
１２
）

が
死
亡
し
た
事
故
で
、
静
岡
地

検
は
２８
日
、
同
青
年
の
家
の
檀

野
清
司

・
元
所
長
（５６
）
＝
東
京

都
杉
並
区
＝
を
業
務
上
過
失
致

死
の
罪
で
静
岡
地
裁
に
在
宅
起

訴
し
た
。

事
故
は
１０
年
６
月
１８
日
、
章

南
中
の
野
外
教
育
活
動
中
に
発

生
。
起
訴
状
に
よ
る
と
、
檀
野

元
所
長
は
、
同
中
の
生
徒
１８
人

と
教
師
２
人
が
乗

っ
た
手
こ
ぎ

ボ
ー
ト

（全
長
７
研
）
が
天
候

不
良

で
動

け
な
く
な

っ
た
た

め
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
で
引
い

し
、
徹
底
的
に
安
全
対
策

を
進
め
て
い
く
」
と
語

っ

た
。在

宅
起
訴
さ
れ
た
元
所

長
が
在
籍
し
て
い
た
当
時

の
指
定
管
理
者

「
小
学
館

集

英

社

プ

ロ
ダ

ク

シ

ョ

ン
」

（
東
京
）
は

「
個
人

で
は
な
く
会
社
と
し
て
、

責
任
を
痛
感
し
て
い
る
。

今
後
も
会
社
全
体
で
対
応

し
て
い
く
。
あ
ら
た
め
て

深

く

お

わ

び

申

し

上

げ

る
」
と
文
書

コ
メ
ン
ト
を

出
し
た
。


